
別記様式

令和８年１月３０日現在

入札参加停止
開始日

入札参加停止
満了日 商号又は名称 所在地又は住所 建設工事等 物品購入等 入札参加停止理由

2025/1/9 2025/3/8
あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社

東京都渋谷区恵比寿
一丁目２８番１号

〇

株式会社ＪＥＲＡを保険者とする損害保
険等について、他の損害保険会社と共同
して、見積り合わせや入札において各社
が提示する保険料等に関して情報交換を
行って調整するなど、独占禁止法第３条
の規定に違反する行為を行ったとして、
令和６年１０月３１日に公正取引委員会
から排除措置命令及び課徴金納付命令を
受けたため。

2025/2/19 2025/3/18
キングランリニューアル
株式会社

東京都千代田区神田
小川町１丁目１

○

建設業の許可を受けずに建設業を営む者
と建設業法施行令第１条の２に定める金
額を超えた額をもって下請契約を締結し
たとして、国土交通省関東地方整備局か
ら令和６年１２月３日付けで、建設業法
第２８条第１項の規定に基づく指示処分
を受けたため。

2025/3/28 2025/5/27
パナソニックＥＷエンジ
ニアリング株式会社

大阪府大阪市中央区
城見２－１－６１

○ ○

資格要件を満たさない者を営業所の専任
技術者として配置したほか、主任技術者
等として工事現場に配置していた。この
ことが、建設業法第２８条第１項本文及
び同項第２号に該当するとして、建設業
法第２８条第３項に基づく監督処分（営
業停止）を受けたため。

2025/3/28 2025/5/27
パナソニック産機システ
ムズ株式会社

東京都墨田区押上１
－１－２

○ ○

資格要件を満たさない者を主任技術者等
として工事現場に配置していた。このこ
とが、建設業法第２８条第１項本文及び
同項第２号に該当するとして、建設業法
第２８条第３項に基づく監督処分（営業
停止）を受けたため。

2025/4/9 2025/5/8 日本美装株式会社
埼玉県さいたま市浦
和区常盤九丁目１４
番６号

○
当該業者の元取締役兼経理部長が業務上
横領の容疑により、令和６年９月５日に
逮捕、起訴されたため。

2025/4/15 2025/6/14 新明和工業株式会社
兵庫県宝塚市新明和
町１－１

○ ○

当該業者は、機械式駐車装置の設置工事
に関し、連絡を取り合って供給予定者を
決定し、それ以外の者は供給予定者が供
給できるように協力する調整を行なうな
ど、独占禁止法第３条の規定に違反する
行為を行っていたとして、令和７年３月
２４日、公正取引委員会から排除措置命
令を受けたため。

2025/5/30 2025/6/29 日興サービス株式会社
埼玉県戸田市笹目北
町１４番地１９

○ ○

令和６年２月２７日、同社本社工場長
は、同社所在の同工場の労働者の安全管
理等を行うべきところ、必要な措置を講
じなかったことにより、同社本社工場内
において、同社社員の操縦するフォーク
リフトが横転し、当該社員が同フォーク
リフトに下敷きになり、死亡する事故が
発生した。
この事故につき、令和７年２月２５日、
当該業者が労働安全衛生法違反によりさ
いたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令
を受け、その刑が確定したため。

入札参加停止措置状況

・入札参加停止を受けた競争入札参加資格者について、不正又は不誠実な行為の再発防止を図る目的から、公表していま
す。
・新たに入札参加停止措置をした又は変更、解除をしたその都度掲載します。
・公表する項目は、商号又は名称、所在地又は住所、入札参加停止理由等です。
　※所在地又は住所は、登録されている主たる営業所について掲載しています。
・入札参加停止期間中は、市の入札に参加すること及び市発注の建設工事等の下請負業者となることはできません。
・名簿は入札参加停止開始日順に記載してあります。
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入札参加停止措置状況

・入札参加停止を受けた競争入札参加資格者について、不正又は不誠実な行為の再発防止を図る目的から、公表していま
す。
・新たに入札参加停止措置をした又は変更、解除をしたその都度掲載します。
・公表する項目は、商号又は名称、所在地又は住所、入札参加停止理由等です。
　※所在地又は住所は、登録されている主たる営業所について掲載しています。
・入札参加停止期間中は、市の入札に参加すること及び市発注の建設工事等の下請負業者となることはできません。
・名簿は入札参加停止開始日順に記載してあります。

2025/5/30 2025/6/29 丸和工業株式会社
埼玉県北本市宮内５
丁目３５１番地

○

令和５年９月２日、茨城県猿島郡五霞町
における倉庫・事務所増築工事におい
て、労働者の労働災害を防止するため必
要な措置を講じず、労働者が２階床面の
開口部から転落し死亡する工事関係者事
故を発生させた。
この件につき、同社及び同社使用人は、
令和６年１１月１２日、労働安全衛生法
違反により古河簡易裁判所から罰金刑の
略式命令を受け、その刑が確定したた
め。

2025/8/13 2026/2/12 株式会社グンエイ
群馬県太田市飯田町
８１２番地

○

当該業者は、同社代表取締役及び役員
が、群馬県桐生市が発注した新庁舎建設
工事をめぐり、群馬県議ら数人と共謀
し、一般競争入札の条件を同社の元請け
会社に有利にするよう意見や要望を反映
した入札公告案を市に働きかけて案のと
おり公告させ、元請け会社が代表のＪＶ
に落札させ入札の公正を妨害したとし
て、公契約関係競売入札妨害の疑いで、
令和７年６月１９日に埼玉・群馬両県警
の合同捜査本部に逮捕されたため。

2025/8/13 2025/12/12 関東建設工業株式会社
群馬県太田市飯田町
１５４７ＯＴＡスク
エアビル７F

○

当該業者は、同社営業部長が、群馬県桐
生市が発注した新庁舎建設工事をめぐ
り、群馬県議ら数人と共謀し、一般競争
入札の条件を貴社に有利にするよう意見
や要望を反映した入札公告案を市に働き
かけて案のとおり公告させ、同社が代表
のＪＶに落札させ入札の公正を妨害した
として、公契約関係競売入札妨害の疑い
で、令和７年６月１９日に埼玉・群馬両
県警の合同捜査本部に逮捕されたため。

2025/8/26 2026/1/25
株式会社中央技術コンサ
ルタンツ

東京都新宿区西新宿
８－５－１

○

当該業者は、同社支店長が宮城県気仙沼
市発注の道路設計の入札において、同市
職員から事前に設計価格情報を入手した
上で落札し、入札の公正を妨害したとし
て、公契約関係競売入札妨害の疑いで、
令和７年７月２１日に宮城県警察に逮捕
されたため。

2025/11/5 2026/3/4 極東開発工業株式会社
大阪府大阪市中央区
淡路町２－５－１１

○ ○

当該業者は、令和４年２月４日までに、
同年４月１日以降に販売する特定特装車
製品の販売価格等に関して情報交換を行
い、特定特装車製品の販売価格を引き上
げる旨を合意し、販売価格をおおむね引
き上げていた。このことは、独占禁止法
第３条の規定に違反するものであるとし
て、令和７年９月２４日、公正取引委員
会から排除措置命令を受けたため。

2025/11/5 2026/1/4 新明和工業株式会社
兵庫県宝塚市新明和
町１－１

○ ○

当該業者は、令和４年２月４日までに、
同年４月１日以降に販売する特定特装車
製品の販売価格等に関して情報交換を行
い、特定特装車製品の販売価格を引き上
げる旨を合意し、販売価格をおおむね引
き上げていた。このことは、独占禁止法
第３条の規定に違反するものであるとし
て、令和７年９月２４日、公正取引委員
会から課徴金減免制度の適用を受けた違
反事業者として公表されたため。

2026/1/30 2026/5/29
大日コンサルタント株式
会社

岐阜県岐阜市藪田南
３－１－２１

○

当該業者は、特定跨線橋点検等業務の入
札等で、公正取引委員会から独占禁止法
第3条違反（不当な取引制限の禁止）を認
定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けたため。
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入札参加停止措置状況

・入札参加停止を受けた競争入札参加資格者について、不正又は不誠実な行為の再発防止を図る目的から、公表していま
す。
・新たに入札参加停止措置をした又は変更、解除をしたその都度掲載します。
・公表する項目は、商号又は名称、所在地又は住所、入札参加停止理由等です。
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2026/1/30 2026/5/29 日本交通技術株式会社
東京都台東区上野７
－１１－１

○

当該業者は、特定跨線橋点検等業務の入
札等で、公正取引委員会から独占禁止法
第3条違反（不当な取引制限の禁止）を認
定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けたため。

2026/1/30 2026/5/29
株式会社トーニチコンサ
ルタント

東京都渋谷区本町１
－１３－３

○ ○

当該業者は、特定跨線橋点検等業務の入
札等で、公正取引委員会から独占禁止法
第3条違反（不当な取引制限の禁止）を認
定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けたため。
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